岸和田市重度障害者等住宅改造費補助金交付要綱

（目的）
第１条　この要綱は、在宅の重度障害者等が住み慣れた地域で自立し、安心して生活ができるようにするための住宅改造について交付する重度障害者等住宅改造費補助金（以下「補助金」という。）に関し、岸和田市補助金等交付規則（平成11年規則第43号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定め、もって障害者の生活の利便の増進を図ることを目的とする。
（対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、岸和田市内に住所を有する在宅の重度障害者等で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、住宅改造が必要であると市長が認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該身体障害者手帳に視覚又は脳原性運動機能（移動機能）のいずれかの障害について２級以上の記載をうけているもの
(2) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該身体障害者手帳に下肢機能又は体幹機能のいずれかの障害について３級以上の記載をうけているもの
(3) 大阪府療育手帳に関する規則（平成12年大阪府規則第42号）第７条第２項の規定により、療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が区分Ａであると判定されたもの
（対象となる住宅）
第２条の２　補助金の交付の対象となる住宅は、対象者の居住の用に供する住宅であって、岸和田市内に所在するものとする。ただし、借家については、当該住宅の所有者の承諾を得たものに限る。
（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、対象者が居住する住宅の便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造工事に係る事業とし、住宅の新築工事及び増築工事を含まないものとする。ただし、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第45条第１項に基づく居宅介護住宅改修費若しくは同法第57条第１項に基づく介護予防住宅改修費の支給を受けることができる場合又は岸和田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成19年４月１日施行）に基づく居宅生活動作補助用具の給付を受ける場合については、その支給に係る事業部分は補助対象から除く。
（補助対象経費）
第４条　この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要する費用とし、法第19条第１項に規定する要介護認定を受けた者又は法第19条第２項に規定する要支援認定を受けた者並びに岸和田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づく居宅生活動作補助用具の給付を受けた者については 600,000 円を、それ以外の者については 800,000 円を限度とする。
（補助金額）
第５条　補助金の額は、次の各号のいずれかに該当する世帯の区分により算定した額を基準として市長が定める額とする。

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による各扶助を受けるにいたった世帯　補助対象経費全額

(2) 前年分（１月から６月までの申請者については前々年分。以下同じ。）の所得税が非課税の世帯　補助対象経費全額
(3) 前年分の所得税が課税されている世帯については次のとおりとする。
　ア　生計中心者の所得税が40,000円以下の世帯　補助対象経費の額に３分の２を乗じて得た額
　イ　生計中心者の所得税が40,001円以上70,000円以下の世帯　補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額
２　前項の規定により補助金の額を算定する場合において、１円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

（補助金の申請）
第６条　規則第５条第１項の規定による補助金等の交付の申請は、規則の規定にかかわらず、重度障害者等住宅改造費補助金交付申請書（様式第１号）により行わせるものとする。
２　前項の申請書は、次の各号に掲げる書類を添付の上、工事に着手する30日前までに提出させるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、提出期限経過後も申請書の提出を受理することがある。
(1) 事業概要調書（様式第２号）

(2) 工事費見積書の写し
(3) 工事箇所の図面（平面図及び立面図）
(4) 源泉徴収票等前年分の所得税の額を証する書類

(5) 借家にあっては、家主の住宅改造に係る承諾書
(6) その他市長が必要と認める書類
（申請の制限）
第７条　補助金の申請は、同一人につき１回限りとする。

（実績報告）
第８条　規則第13条の規定による実績報告は重度障害者等住宅改造事業実績報告書（様式第３号）により行わせるものとする。
２　前項の報告書は、次の各号に掲げる書類を添付の上、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内に提出させるものとする。補助金の交付に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(1) 工事請負業者からの請求書の写し
(2) 工事箇所に係る工事着手前及び工事完了後の写真

（補助金交付請求書の提出）
第９条　補助金の交付請求は、重度障害者等住宅改造費補助金交付請求書（様式第４号）により行わせるものとする。
（その他）
第10条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　附　則
この要綱は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則

この要綱は、平成14年３月1日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成16年４月１日から施行する。

附　則
この要綱は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項第３号の改正規定は、平成20年７月１日から施行する。

　　附　則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附　則
この要綱は、平成28年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和３年７月１日から施行する。
様式第１号（第６条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

岸和田市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　    　　住　所　岸和田市　　　　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　年度重度障害者等住宅改造費補助金交付申請書

　標記の補助金を下記のとおり受けたいので、岸和田市重度障害者等住宅改造費補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。

　また交付決定のために行う住民基本台帳及び市民税の課税に関する情報、本人を含む世帯の生活保護受給の有無について確認をすることに同意します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記

１　補助金交付申請額　　　金　　　　　　　　　円

２　申請額に係る算出内訳　　　別紙のとおり

３　補助事業の目的及び内容

４　工事実施期間　　　着手予定年月日　　　　　　 年 　　月　 　日

完了予定年月日　　　　　　 年 　　月 　　日

添付書類

　(1) 事業概要調書

　(2) 工事費見積書の写し

　(3) 工事箇所の図面（平面図及び立面図）

　(4) 源泉徴収票等前年分（１月から６月までの申請者については前々年分）の所得税の　　　額を証する書類

　(5) 借家にあっては、家主の住宅改造に係る承諾書

　(6) その他市長が必要と認める書類

様式第２号（第６条関係）

事　業　概　要　調　書

　※太枠内をご記入ください。

	事業者氏名
	
	電話番号
	

	住  所
	
	世帯人員
	　　　　　　  　 人

	住宅の種類
	持家( 本人所有・家族所有 ) ･ 借家
	生活保護
	有　・　無

	生計中心者氏名
	
	※前年分の所得税額
	　　　　　　　　円

	住宅改造が必要な人の心身の状況
	氏　名
	
	年齢 　　　歳
	性別　　　男 ・ 女

	
	身体障害者手帳
	第　 　　　 　 号
	交付
	昭・平
	年　　月　　日

	
	
	等級　 　級
	障害名
	

	
	療育手帳
	程度
	第　　　 号
	交付
	昭・平
	年　  月  　日

	
	介護保険

認定
	・自立　　　・要支援

・要介護１　・要介護２　・要介護３　・要介護４　・要介護５

	
	日常生活動作等の状況
	歩行

排泄

入浴

その他


	工 事 箇 所

及 び 内 容
	

	※市記入欄

工事経費内訳
	工事総額
	円 

	
	介護保険等給付額
	円 

	
	補助対象外の工事等額
	円 

	
	住宅改造の対象となる額
	円 

	
	住宅改造の補助基本額
	円 

	
	住宅改造の補助見込額
	円 

	
	本人負担額（住宅改造の対象となる額のうち）
	円 


　※１月から６月までの申請者については、「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

様式第３号（第８条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

岸和田市長　様

住　所　岸和田市　　　　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　年度重度障害者等住宅改造事業実績報告書

　岸和田市重度障害者等住宅改造費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記

１　補助金交付決定額　　　　金　　　　　　　　　円

２　補助事業精算の内訳　　　　別紙のとおり

３　工事実施期間　　　　着手年月日　　　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　完了年月日　　　　　　　 年　　月　　日

４　補助事業の効果
５　添付書類

　(1) 工事請負業者からの請求書の写し

　(2) 工事箇所の工事着手前及び工事完了後写真

様式第４号（第９条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

岸　和　田　市　長　　様

住　所　岸和田市　　　　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　年度重度障害者等住宅改造費補助金交付請求書

　岸和田市重度障害者等住宅改造費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記

　請求金額　　　　金　　　　　　　　　円

　　ただし、　　　　年　　月　　日付け　　　　　　　　第　　　号に基づく補助金

下記口座へ振り替えてください。

	金　融　機　関
	銀行・信金　　　　　　本店

農協　　　　　　　　　支店

	預 金 の 種 類
	

	口　座　番　号
	

	口　　座　　名
	


　　　　　　　　　　　　　　

